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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第４区分
【発行日】平成22年3月25日(2010.3.25)

【公開番号】特開2009-87467(P2009-87467A)
【公開日】平成21年4月23日(2009.4.23)
【年通号数】公開・登録公報2009-016
【出願番号】特願2007-256647(P2007-256647)
【国際特許分類】
   Ｇ１１Ｂ   5/708    (2006.01)
   Ｇ１１Ｂ   5/702    (2006.01)
   Ｃ０８Ｌ  75/04     (2006.01)
   Ｃ０８Ｋ   5/10     (2006.01)
   Ｃ０８Ｋ   3/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ１１Ｂ   5/708   　　　　
   Ｇ１１Ｂ   5/702   　　　　
   Ｃ０８Ｌ  75/04    　　　　
   Ｃ０８Ｋ   5/10    　　　　
   Ｃ０８Ｋ   3/00    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成22年2月8日(2010.2.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２８】
　前記ポリウレタン樹脂は極性基を有することができる。極性基としては、－ＳＯ3Ｍ、
－ＯＳＯ3Ｍ、－Ｐ０3Ｍ2、－ＣＯＯＭ（但し、Ｍは水素原子、アルカリ金属、アンモニ
ウムから選ばれる）が好ましく、さらに好ましくは－ＳＯ3Ｍ、－ＯＳ０3Ｍである。極性
基の含有量は、１×１０-5～５×１０-4ｅｑ／ｇであることが好ましい。１×１０-5ｅｑ
／ｇ以上であると、磁性体や非磁性粉体への吸着性が高く分散性が良好であり、５×１０
-4ｅｑ／ｇ以下であることで高い溶剤溶解性を得ることができる。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３５】
　磁性層中の結合剤成分の含有量は、合計量として、強磁性粉末１００質量部あたり１０
～３０質量部であることが好ましく、１５～２５質量部であることが好ましい。質量平均
分子量１０万以上２０万以下のポリウレタン樹脂と他の結合剤成分を併用する場合、結合
剤成分全量に占める前記ポリウレタン樹脂の割合（結合剤添加質量を１００％としたとき
の比率）は、１０質量％以上とすることが好ましく、１５～７０質量％とすることが更に
好ましい。また、非磁性層の結合剤成分としては、質量平均分子量１０万以上２０万以下
のポリウレタン樹脂を使用することもでき、他の結合剤を使用することもでき、それらを
組み合わせて使用することもできる。非磁性層中の結合剤成分の使用量については、非磁
性粉末１００質量部に対し１０～３０質量部とすることが好ましい。
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【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１０２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１０２】
磁性層塗布液Ｃ（六方晶フェライト粉末）
　強磁性板状六方晶フェライト粉末 １００部
　　表面処理剤：Ａｌ2Ｏ3、ＳｉＯ2

　　Ｈｃ：１９９ｋＡ／ｍ（≒２５００Ｏｅ）、板径：２５ｎｍ
　　板状比：３、σｓ：５０Ａ・ｍ2／ｋｇ（５０ｅｍｕ／ｇ）
　ポリウレタン樹脂（表１参照） １５部
　フェニルホスホン酸 ５部
　α－Ａｌ2Ｏ3（平均粒子径：０．１５μｍ） １０部
　カーボンブラック（粒子サイズ ２０ｎｍ） １部
　シクロヘキサノン １１０部
　メチルエチルケトン １００部
　トルエン １００部
　潤滑剤（表１参照） 表１参照
　ステアリン酸 １部
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１２０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１２０】
［比較例１２］
　磁性層塗布液中のポリウレタン樹脂を表１に示すものに変更し、カレンダー温度を表１
に示す温度に変更した以外は実施例１と同様の方法で磁気テープを得た。
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